
令和 7年度

昭和農業振興地域整備計画の変更理由書

整備計画の変更を行う理由

昭和村では、農業経済事情の変動その他情勢の推移により法第13条
1項に基づき整備計画を変更する必要が生じたので今回やむを得ず
整備計画の変更を行う。

地 域 名 昭和地域

群馬県利根郡昭和村



(ヽ 土 ナ也の 所 在 ・ 地 番 地 目 面積 (言 ) 編入後の用途 編 入 す る 理 由 根 拠 条 項

※根拠条項欄中の「法Jと は「農業振興地域の整備に関する法律 J、 「令Jと は「同法施行令 J、 「規則 Jと は「同法施行規則Jを い う (以下同 じ)

昭 和 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の 変 更 理 由 書

1 農業振興地域整備計画を変更する理由
今臥 慟 農業者鑢 向′♪1巴握桁 うため硬 鮒 けた財 の中酬 勢 まな 経

す慧煽宅李契

そ軸 情勢の1作移 lこよ縦 宅等の値別 B開発一 ズに,適切酬 応す秘 要があると
判断 されることから、昭和農業振興地域整備計画における農用地利用計画の変更を行 う

2 農業振興地域整備計画の うち農用地利用計画を変更する理由
(1)農 用地区域への編入
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地区区域 区 域

変 更 内 容

増  減 備  考
変 更 前

の 面 積

変 更 後

の 面 積

農用地区域

から除外す

る 面 積

農用地区域

に 編 入

す る面 積

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

糸井地区

貝野瀬地区

生越地区

赤城地区

開拓地区

橡久保地区

森下地区

川額地区

松ノ木平地区

赤城原地区

268.42

203.80

152.68

328.38

340.35

94.56

195.57

205.46

153.01

330.78

268.33

203.80

152。 68

328.38

340.35

94.54

195.52

217.35

153.01

330.78

0.09

0.02

0.05

11.89

△ 0.09

0.00

0.00

0.00

0,00

△ 0.02

△ 0.05

11.89

0,00

0.00

農業用施設用地
1 01ha

農業用施設用地
1 76ha

計 2273.01 2284.74 0.16 11.89 11.73

第 1 農用地利用計画の変更

1 農用地利用計画を次のとおり変更する。

注 :単位は haと し、小数点以下第 2位まで表示する。
なお、「増減」欄が減少の場合は、数値の左に△で表示する。

単位 :ha

2 農用地区域の概要

(変更前 )

農振区域内において、農用地等約

うち約 ||■ 211‐ 9i3を haを農地、

2,2'3101 haについて農用地区域を設定し、

39100.haを採草放牧地及び約■142お 91 haを

農業用施設用地としてそれぞれ用途を指定する。

(変更後)

農振区域内において、農用地等約  2,284,74 haに ついて農用地区域を設定し、

うち約 |■―12!20311o5‐ haを農地、   99.00 haを採草放牧地及び約 145ど 45 haを
農業用施設用地としてそれぞれ用途を指定する。



(付表 1)

注 :小数点以下第2位まで表示する。

(付表 2)

注 1

注 2

注 3

注 4

注 5

注 6

小数点以下第2位まで表示する。

「混牧林地」の面積は、農用地利用計画で混牧林地を農用地区域に設定している嬬恋村及び甘楽町のみ記入する。

現況欄は、確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況に関する調査の表4の農用地区域面積と一致させること。

用途区分欄は、市町村農業振興地域整備計画における農用地区域の設定方針に基づく農用地区域の面積を記入する。

現況及び用途区分の合計面積は一致させること。

設定率は、 (農用地利用計画 (現況))■ (農振地域)と し、小数点以下第 1位まで表示する。

(単位 :ha)

(単位 :ha)

項   目 農用地 混牧オホ地
農業用施
設用地

混牧林地以
外の山林原
野

その他 合計

行政区域 2.547 30 2,508 30 89_80 2,064.50 354 00 39_00 0,00 45 40 1,872.60 1,948 70 6.41400

農振区域 2,547.30 2.508_30 89 80 2,064 50 354 00 39 00 0100 45 40 1.872160 735 40 5.200,70

項   目 農用地 混牧林地
農葉用施
設用地

混牧林地以
外の山林原
野

その他 合汁

農
用
地
利
用
計
画

現

況

変
更
前
2,228 52 2,189 52 34 93 1,848 59 306 00 39 00 0 00 42 69 1 80 0 00 2.273 01

変
更
後
2,239 25 2,200 25 34 88 1,859 37 306 00 39 00 0 00 45 44 1 80 0 00 2,286 49

用
途
区
分

変
更
前

2,191 32 39 00 0 00 42 69 2.273 01

変
更
後

2,202 05 39 00 0 00 45 44 2.286 49

設
定
率

変更前

(ワも)

87 5 87 3 38 9 89 5 86 4 100 0 00 94 0 01 00 43 7

変更後
(%)

87 9 87 7 38 8 90 1 86 4 100 0 00 100 1 01 00 44 0
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別  紙

令和7年 確保すべき農用地等の面積の日標の達成状況

〔令和 7年 11月 18日 時点 〕

昭和農業振興地域 (昭和農業振興地域整備計画)

(群馬県昭和村)



記入上の留意点

1.調査対象期間は、 1月 1日 から同年12月 31日 までとする。
2.面積はha単位とし、小数 ,点第 2位を四捨五入し、小数点第 1位までを記載する。
率は、小数点第 2位を四捨五入し、小数′煮第 1位までを記載する。
3.用語の定義
①  「法」とは、農業振興地域の整備に関する法律 (昭和44年法律第58号)をいう。
②  「令」とは、農業振興地域の整備に関する法律施行令 (昭和44年政令第254号 )をいう。
③  「規則」とは、農業振興地域の整備に関する法律施行規則 (昭和44年農林省令第45号 )をいう。
④  「農用地」とは、耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地 (法
第 3条第 1号に規定する農用地)をいう。

3則
彗写妻泳与擦I警ξ♀暑薯修密Ё争:こ毒ギBttξユ

粂隻患養
第
讐吾羹墓房花伝据豪畜隻志装警み城及ぁ目的に供される土地 (規

⑦  「混牧林地」とは、農用地区域内の土地で、木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目
的に供される土地 (法第 3条第2号に規定する土地)をいう。
③  「農業用施設用地」とは、耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設 (規則第1条各号に掲げる施設に限る。)の用に供さ
れる土地 (法第 3条第4号に規定する土地)をいう。
⑨
(規爺鋒琴霙法告鉢上暮芳黒ぽ禁奎欅蕗P率詩系艦多畳チ野雲霙帯と侯冒拌

の造成、埋立て又は干拓、客上、暗きょヴF水等の事業
⑩  「農地(耕地)」 とは、耕地 (耕地及び作付け面積統計で定義する「耕地」)をいう。
①  「荒廃農地」とは、現に耕作されておらず、耕作の放葉により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となって
いる農地 (荒廃農地の発生・解消状況に関する調査の対象の農地)をいう。

⑫  「田」とは、たん水かんがい設備 (用水源、用水路及びけい畔)を備える農地をいう。
⑬  「畑」とは、農地のうち、田及び樹園地を除いたものをいう。
⑭  「樹園地」とは、農地のうち、木本性作物を栽培するものをいう。
⑮  「基本方針」とは、法第4条に基づき都道府県が定める農業振興地域整備基本方針をいう。
⑩  「基本指針」とは、法第3条の3第 1項の規定に基づき変更した、農用地等の確保等に関する基本指針 (平成27年 12月 24日公
表)をいう。



2 べ き 用

項 目 面  積  等

a農用地区域内農地 (耕地)面積の日標値  (目 標年 :令和 12年 ) 2,171 7  ha

b農用地区域内農地 (耕地)面積の基準値  (基準年 :令和元年) 2,190 8 ha

c当該年の農用地区域内農地 (耕地)面積 2,198 4 ha

d前年の農用地区域内農地 (耕地)面積 2,190 3 ha

当該年における農地 (耕地)面積の増減 (el― e2+e3-e4+e5-e6+e7-e8) 9.O ha

el農用地区域へ編入した農地 (耕地)面積 11.9  ha

e2農用地区域から除外した農地 (耕地)面積 0.2 ha

e3荒廃農地の再生面積 ―  ha

e4荒廃農地の発生面積 ――  ha

e5用途変更による増加面イ黄 ha

e6用途変更による減少面積 2.8 ha

e7その他の増加面不責 〔(c― d)― (el― e2+e3-e4+e5-e6)≧ 0の場合〕 ha

e8その他の減少面積  〔(c― d)― (el― e2+e3-e4+e5-e6)<0の 場合〕 ――  ha

記載等注意
(1)「 a農用地区域内農地 (耕地)面積の目標値」柄は、基本方針に記載された農用地区域内農地(耕地)面積の目標面積を記哉する。
(2)「 b農用地区域内農地 (耕地)面積の基準値」欄は、基本方針に記載された農用地区域内農地(耕地)面積の基準年の面積を記載する。
(3)「 e当該年における農地 (耕地)面積の増減」欄は、「農地 (耕地)面積の前年からの増減 (c― d)Jと 整合を図る。
(4)「 el農用地区域へ編入した農地 (耕地)面積」欄は、「7,農用地区域への編入の理由別面積Jの 「うち農地 (耕地)」 の合計面積を、
「e2農用地区域から除外した農地 (耕地)面積」欄は、「8 農用地区域からの除外の理由別面積」の「うち農地 (耕地)」 の合計面積を
それぞれ記栽する。
(5)「 e3荒廃農地の再生面積」欄及び「e4荒廃農地の発生面積J相は、「6 農用地区域内の荒廃農地の編入 。除外等の状況」の
「e再生等の「うち再生」J及び「d発生等の「うち新規増加」」の面積をそれぞれ記載する。
(6)「ざ鳥丞晏資奈冠蝙鈴鳥算鵜昴砕、

欄
鶴盤要ぎ冶禁爵

こ
歳舟撥争F環七岬砦選鳥猛侵曇賛后整窪竃霊鳳鶏実?爆介基跨余甍?奮

加の
「c用途変更 (増―減)の 「増」」、「c用途変更 (増一減)の 「減J」 を差し引いた面積をそれぞれ記載する。
(7)「 e7その他の増加面積」及び「e8その他の減少面積J楠については、「農地 (耕地)面積の前年からの増滅 (c― d)」 のうちel～ e6
の要因によらない面積の合計が、正の値であれば「e7その他の増加面積」に、負の値であれば「e8その他の減少面イ責」に記載する。



220251023昭 和村修正 3確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況調査票 (R71023修正 )xにx帳票 4、 98-8

令茂17年  確倶すべ き懲用地等の面籍の 目根の達虚状況 ※12月 31日 を基準に上段の前年を入力

4 農業振興地域内の農用地等の面積

地目等
区分

総 面 千ょ¬ 混牧林地
加
設
地

莱展
施

用

地
の
野

朋
外
線

混
以
山

そ の 他f木 革
放牧地

房十

農用地区域内用途区分

現 況

農業振興地域

(1)面 積は、法第12条第 1項 (第 13条第 4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公告 した農振整備計画の面積等とし、当該年の 12月 1日
時点の面積を記載する。
(2)「農用地区域内用途区分J欄の総面積 と「現況J欄の農用地区域の総面積は、一致させる。

|:| 1豊岳1籍身渥患遂辱曇夕1森せぞ:堡を曇標;塗電:を3唇岳ま監
義堂t壌よg冴紫嚢指と梵短受亀畢介警峯事写悲)改

良施設等)を記載する。
在事業実施中の面積を記載する (用排水施設等の線的施設の受益地を含む。

計画策定中の場合は対象としない。 )。

9 集団的に存在する農地の規模別基盤整備事業の実施状況別面積

10～ 2 0ha
あゝ継艇偏
実施済み

未 実施 言「
実施済み

木 来 施 計 ど1lt盤整備
実施済み

未 実施 計 盗軽縫 1輔

実施 済み
未 実施 計

畏用地区域内
健地

153 6 1 807 0

718
280 5 422 21922

農地 (芹井地 )
1 651 0

32 3 21903

荒廃農地
(A分類 )

19 19
19 19

(芹井地)

319?

16
16

ha

記載等注意

(1)集 団的に存在する農用地の規模の判断は、道路、鉄逆、その他の施設、河川、がけその他の地形、地物等で区切 られた区域で判断するが、通作等に支障が
生 じないものである場合には、一団の土地とする。

(2)集 団的に存在する農用地の規模の範囲は、農用地 (日、畑、樹園地、採車放牧地)により定め、面積は、農地 (日 、畑、樹園地)の面積を記載する。
(3)「 うち、区画整理等実施済み」とは、区画整理、農用地の造成、埋立て又は干柘、客土、暗きょ排水等の事業 (規則第 4条の 3第 1号口からホまでに掲げる
事業)をいう。
(4)「農地面積計」欄の「基盤整備済み」及び「未実施Jの各面積は、「6 農業振興地域内の農用地等の面積」の 「基盤整備済みJ及び「基盤整備未実施」の
面積とそれぞれ一致させる。


